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別紙１

工事（施工能力評価型【Ⅰ型・Ⅱ型】）の記載例

※技術提案評価型（Ｓ型・Ａ型）等においても同様に記載すること。

【入札公告】

１．工事概要

（６）㉕

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

３．総合評価に関する事項

（１）評価項目

本工事の総合評価は、次の①から②までと価格を総合的に評価して落札者を決定す

るものとする。

②施工能力等（企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価）

【入札説明書】

３．工事概要

（６）㉕

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

５．総合評価に関する事項

（１）評価項目

本工事の総合評価は、次の①、②と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。

②施工能力等（企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価）

（２）総合評価の方法

②施工体制評価点及び加算点

入札価格及び技術資料（上記(1)②。以下「技術資料」という。）の内容に応じ、

上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価

を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は３０点、加算点の

最高点数は４３点（企業の能力等２０点、技術者の能力等２０点、賃上げの実施

に関する評価３点）とする。

（４）評価に関する基準 Ⅱ．加算点

3）賃上げの実施に関する評価
評価項目 評価基準 配点 得点

賃上げの実施を表明した 令和〇年
※１
４月以降に開始する最初の事 3.0

企業等 業年度または令和〇年
※１
（暦年）におい /3.0

て、対前年度または前年比で給与等受給者

一人当たりの平均受給額を３％以上増加さ

せる旨、従業員に表明していること【大企

業】
※２
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令和〇年※１４月以降に開始する最初の事

業年度または令和〇年※１（暦年）におい

て、対前年度または前年比で給与総額を1.

5％以上増加させる旨、従業員に表明して

いること【中小企業等】
※２

※１ ○年：契約を行う予定の年度または暦年を記載すること。

※２ 「中小企業等」とは、法人税法第６６条第２項又は第３項に該当する者の

ことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。「大企業」はそ

れ以外の者のことをいう。

７．競争参加資格の確認等

（３）⑫

賃上げの実施に関する評価（別記様式 11～ 12）
本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別記様式 11 の１又は別記様式 11

の２の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出

すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要であ

る。

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申

告書別表１」（別記様式 12）を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税

法第６６条第２項又は第３項に該当する者のことをいう。ただし、同条第６項に

該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。

なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により

表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、

速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す

書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出する

ものとする。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別記様式 13）の「「10主要科目」

のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」と

いう。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することに

より行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を

決算日（別記様式 11 の１に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２か月以

内に契約担当官等に提出すること。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」（別記様式 14）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「Ⓐ俸

給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較す

ることとする（※１及び２）。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資

料を翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。

※１ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場



- 3 -

合は別記様式 13 の「合計額」と、暦年単位の場合は別記様式 14 の「支払
金額」とする。

※２ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は

公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認するこ

とができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書

類をもって上記書類に代えることができる。

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組

により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は

本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が

通知する減点措置の開始の日から１年間、政府調達の総合評価落札方式による入札

に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配点）

の減点を行う。

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達

成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員であ

る企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

別記様式１（競争参加資格確認申請書）

11 入札説明書 ７．(3) ⑫に定める賃上げの実施に関する評価の確認資料（別記様
式 11及び 12）


